衛生管理チェック表
●毎日調理師が記入し、主任、園長に報告する。

●問題点が発生したら、そのままにせずにすぐに対応する。

	
	点検項目
	

	1
	原材料の納入に際し、調理従事者等が立ち会っているか。
	

	2
	検収場で原材料の品質、鮮度、品温異物の混入等の点検を行い記録したか。
	

	3
	原材料の納入に際し、生鮮食品は、1回で使い切る量を調理当日に仕入れたか。
	

	4
	原材料は分類ごとに区分し、原材料専用の保管設備を設け、適切な温度で保管しているか。
	

	5
	原材料を配送用包装のまま調理場又は保管施設に持ち込んでいないか。
	

	6
	汚染地域、非汚染地域を区別している施設では非汚染区域内に汚染を持ち込まないよう、下処理が確実に行われているか。
	

	7
	冷蔵庫又は冷凍庫から出した原材料は速やかに調理しているか。
	

	8
	非加熱で供される食品は下処理後速やかに調理しているか。
	

	9
	包丁、まな板等の調理器具は用途別、食品別に用意し、混同せず使っているか。
	

	10
	調理器具、容器等は作業動線を考慮し、予め適切な場所に、適切な数が配置されているか。
	

	11
	調理器具、容器等は使用後（必要に応じて使用中）に洗浄・殺菌し、乾燥しているか。
	

	12
	調理場内における器具、容器等を洗浄・殺菌する場合には洗浄水等が飛散しないよう行っているか。
	

	13
	調理機械は、最低1日1回以上、分解して洗浄・消毒し、乾燥しているか。
	

	14
	全ての調理器具、容器等は衛生的に保管しているか。
	

	15
	野菜及び果物を加熱せず供する場合は、適切な洗浄（必要に応じて殺菌）を実施しているか。
	

	16
	加熱調理食品は中心部が十分（75℃1分以上）加熱されているか。その結果は実施献立に記載されているか。
	

	17
	食品及び移動性の調理器具並びに容器の保管場所は床面から60cm以上の場所で行われているか。
	

	18
	加熱調理後の食品の冷却、非加熱食品の下処理後における調理場等での一時保管等は清潔な場所で行われているか。
	

	19
	加熱調理食品にトッピングする非加熱調理食品は、直接喫食する非加熱調理食品と同様の衛生管理が行われ、トッピングする時期は提供までの時間が極力短くなるようにされているか。
	

	20
	加熱調理後、食品を冷却する場合は、速やかに中心温度を下げる工夫がされているか。
	

	21
	調理後の食品は衛生的な容器にふたをして、他の2次汚染を防止しているか。
	

	22
	調理後の食品は、30分以内に喫食されているか。
	

	23
	調理後の食品が30分以内に喫食されていない場合は、適切な温度管理（冷却過程の温度管理を含む）が行われ、必要な時刻及び温度が記録されているか。
	

	24
	配送過程があるものは、保冷又は保温設備のある運搬車を用いるなどにより、適切な温度管理が行われ、必要な時間、温度等が記録されているか。
	

	25
	廃棄物容器は、防臭、汚液が漏れないよう管理し、作業終了後速やかに清掃し、衛生上支障のないように保持されているか。
	

	26
	返却された残渣は非汚染作業区域内に持ち込まれていないか。
	

	27
	廃棄物は、適宜集積場所に搬出し、作業場内に放置されていないか。
	

	28
	廃棄物集積場は、廃棄物の搬出後清掃するなど、周囲の環境に悪影響を及ぼさないよう管理されているか。
	

	29
	保存食は、原材料（購入した状態の物）及び調理済み食品を食品ごとに50g程度ずつ清潔な容器に密封して入れ、－20℃以下で2週間以上保存されているか。
	















































